
１. 研究背景と目的
　美術館や博物館は、美術の普及や社会教育のため
の施設に位置づけられており、文化財の収集、保存
を通して歴史を蓄積し、それらを展示や教育普及の
活動により公開することで、その役割を果たしてい
る。一方で、町おこしや観光産業にアートを活用し
ようという動きが見られるようになり、その拠点と
して美術館が持つ吸引力が注目されている。このよ
うに現在の美術館は、地域における公益施設として
の役割と、人を呼びこみ楽しませる娯楽・集客施設
としての役割を両立させることが求められている。
そして、それぞれの役割に求められる立地条件は異
なるため、美術館の敷地選定のプロセスには他の建
築物にはない独自の特徴を持つと考える。
　本研究では、美術館の敷地選定において、候補地
の選定から最終的な決定まで、どのような手順、条件、
選考基準のもとに行われているのか、その実態を明
らかにすることを目的とする。
　既往研究には、病院移転における立地ニーズと敷
地選定プロセスの実態を明らかにした研究［１］や、公
益施設の整備と中心市街地の活性化の関連を明らか
にした研究［２］はあるが、公益施設に限ったものや、
特定の地域における実態の把握が中心であり、美術
館の敷地選定に関する実態の把握は行われていない。

２. 研究方法と対象
　社会的な役割が求められている美術館を対象とす
るため、一定規模以上の地方自治体（都道府県、政
令指定都市、中核市、特別区）が設置者であり、美
術館連絡協議会に加盟している美術館 106 館に、建

設敷地が発表されている未開館の４館註１）を加えた合
計 110 館を対象として、その設置数の把握を行う。
なお、本研究では、公立美術館を新築する際の敷地
選定について扱うため、他の機能からの転用を伴っ
て開館した美術館や、個人、民間企業からの寄贈に
より開館した美術館註２）は含まない。
　最初に自治体や美術館のホームページの文献調査
を行い、各設置者における美術館の設置状況を把握
する。次に、美術館の基本計画の段階における自治
体による報告書、答申、議事録などの資料が得られ
た２館について美術館の建設敷地選定の経緯を整理
し、その実態を明らかにする。

３. 設置実態

図１　公立美術館開館数の推移（設置者別）

　公立美術館開館数の推移を見ると（図１）、1970
年代に都道府県立美術館が活発に開館し、この傾向
は 2000 年まで続く。それから 10 年ほど遅れて、政
令指定都市、中核市、特別区が設置する美術館が開
館するようになり、この傾向も都道府県同様 2000 年
まで続く。2000 年代に入ると美術館の増加傾向は鈍
化するものの、都道府県立美術館は開館し続けてい
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る。2000 年以降に開館した都道府県立美術館 17 館
のうち５館が移転、７館が県として２館目以降の美
術館であることから、建物の老朽化による更新や、
収蔵作品の増加による展示空間の新設が必要とされ
ており、その結果が反映されていると考えられる。

４. 敷地選定のプロセス
　都道府県の設置事例である島根県立美術館（1998
年開館）と、中核市の設置事例である川越市立美術
館（2002 年開館）の２館の敷地選定プロセスについ
て表に示すⅠ～Ⅴの項目で整理した［３］［４］。
　「Ⅴ. 最終的な敷地の決定要因」について２館に共
通していた点は、建設敷地は、他の文化施設との協
働といった美術館開館後のより良い発展を目指すた
めのものと、用地取得や法令による制限の回避といっ
た開館すること自体を達成するためのものの、主に
２つの要素によって決定されていたことである。ま
た、島根県立美術館の「Ⅲ. 建設敷地候補地」の内容
を見ると、市街地と非市街地のそれぞれ候補地を選
定し、県民の利用のしやすさについて重点的に検討
した上で敷地選定を行っていることがわかる。対し
て、川越市立美術館は周辺施設との協調による相乗

効果という点について多く言及し、元より市街地の
中に３つの候補地を策定している。

５. 結論
　政令指定都市や中核市が設置する美術館は、都道
府県にやや遅れて開館していることがわかった。ま
た２館の敷地選定プロセスを比較からは、候補地の
選定基準に違いが見られた。このことには中核市の
元々市街地が多いという性質と、設置者の規模が関
係していると考えられる。

【註釈】
註１）大阪中之島美術館、鳥取県立美術館、新福岡県立美術館（仮称）、川
口市美術館（仮称）の４館。
註２）例えば、長野県立美術館の前身である1966年開館の信濃美術館は、
放送局や新聞社が中心となって設立された財団法人信濃美術館によって
建設された後に長野県に移管されるという開館経緯を経ているため、本研
究の対象としない。
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島根県立美術館（1998年開館） 川越市立美術館（2002年開館）

Ⅰ. 美術館開館のきっかけ

Ⅱ. 敷地の選定に
      おける前提条件

Ⅲ. 建設敷地候補地
       ※グレー塗りが最終的
       　に選定された敷地

1959年に開館した島根県立博物館の老朽化、狭隘化に伴い、それに代わる
新たな芸術文化の中核施設が必要となったため

1990年度に策定された川越市総合計画後期基本計画に初めて美術館建設
について記述され、翌年に市政施行70周年記念事業に位置づけられた

① 松江市内で、島根県を代表する景観の一つである宍道湖の湖面活用が
     できる場所であること
② 早期に開館できる場所であること（公有地、または用地取得が容易であ
　 ること）
③まとまった土地であること

①美術作品の鑑賞に適した閑静な場所
②野外展示も行える環境設計の可能な場所
③火災等の災害の危険が少ない場所
④交通の便が良い場所
⑤十分な駐車場が確保できる場所
⑥周辺に他の文化施設がある、もしくは将来の文化ゾーンの中核になり得る
　場所

７ヶ所の案が出たが、精査されたのは２ヶ所 ６つのエリアが挙げられ、最終的にそのうち１つのエリアについて２ヶ所の
具体的な候補地が策定された（精査された３エリアについて示す）

メリット
・観光、商店街との協調
  の拠点として機能
・アート系店舗との協調の拠点
・周辺へ与えるの付加価値が大きい

デメリット
・駐車場の設置が困難
・施設規模が限定される
・建築単価が上がる
・現状の市有地では困難（用地の交換  
  が必要）

メリット
・周辺文化施設との相乗効果が期待  
  できる
・歴史、街並み散策の拠点として働く
・まちの観光動線に沿っている
・自動車による利便性が高い

デメリット
・公共施設の利用が決して便利では
  ない
・都市公園内では法令の制限がある
・公園の環境的魅力に乏しい

メリット
・交通の利便性が高い
・市民の利便を考えてのギャラリー的
要素は高い
・ホール、図書館等との複合的な価値
  が高い
・公有地、まとまった土地があり用地
  取得に有利

デメリット
・周辺への集客的位置付けが必要
・複合施設でなければ投資効率が
  乏しい
・ビル内設置の場合は管理効率が
  悪い

川越駅西口周辺

初雁公園周辺

一番街周辺白潟小学校跡地
メリット
・県内各地から利用しやすい
・心理的なゆとりがある
・ギャラリーとして利用しやすい
・宍道湖と一体性がある
・宍道湖の眺望がよい
・景観条例上問題がない
・平成10年の開館に向けて支障
  をきたさない

デメリット
・現状のままでは相当の駐車場
  の確保ができない

・出入が困難

メリット
・心理的なゆとりがある
・相当の駐車場が確保できる
・出入が容易である
・景観条例上問題がない

デメリット
・文化の集積を図るのが難しい
・県民が気軽に来館できるか
・ギャラリーとして利用しにくい
・用地の造成に支障となる開発
  制限がある
・用地造成に時間がかかる
・用地造成経費の負担が大きい

長江干拓地

Ⅳ. 候補地から最終的な
      敷地を選定した方法

 ⑴設置目的に合致すること、⑵基本的性格に合致すること、⑶1998年の開
館に向けて支障がないことの３点の視点から16項目の基準を設けて点数
化し、その合計点で決められた。点数をどのように決めているのかは不明。

委員会により、 1998年10月から2000年4月にかけて、先進美術館の視察を含
めた12回の審議によって決定

①多くの人の流れが期待できる
②交通の要所に位置し、県内各地から訪れやすい
③市街地であり、ギャラリーとして活用が可能
④眺望が優れている宍道湖と一体性があり、全国にアピールできる環境
⑤市有地であるため、早期に利用可能

①他の文化施設と近接しており、相乗効果が期待できる

②建設時に法令上の制限を受けない

③自動車による利便性が有効
Ⅴ. 最終的な敷地の決定要因

表１　島根県立美術館と川越市立美術館の敷地選定のプロセス

１. 研究背景と目的
　美術館や博物館は、美術の普及や社会教育のため
の施設に位置づけられており、文化財の収集、保存
を通して歴史を蓄積し、それらを展示や教育普及の
活動により公開することで、その役割を果たしてい
る。一方で、町おこしや観光産業にアートを活用し
ようという動きが見られるようになり、その拠点と
して美術館が持つ吸引力が注目されている。このよ
うに現在の美術館は、地域における公益施設として
の役割と、人を呼びこみ楽しませる娯楽・集客施設
としての役割を両立させることが求められている。
そして、それぞれの役割に求められる立地条件は異
なるため、美術館の敷地選定のプロセスには他の建
築物にはない独自の特徴を持つと考える。
　本研究では、美術館の敷地選定において、候補地
の選定から最終的な決定まで、どのような手順、条件、
選考基準のもとに行われているのか、その実態を明
らかにすることを目的とする。
　既往研究には、病院移転における立地ニーズと敷
地選定プロセスの実態を明らかにした研究［１］や、公
益施設の整備と中心市街地の活性化の関連を明らか
にした研究［２］はあるが、公益施設に限ったものや、
特定の地域における実態の把握が中心であり、美術
館の敷地選定に関する実態の把握は行われていない。

２. 研究方法と対象
　社会的な役割が求められている美術館を対象とす
るため、一定規模以上の地方自治体（都道府県、政
令指定都市、中核市、特別区）が設置者であり、美
術館連絡協議会に加盟している美術館 106 館に、建

設敷地が発表されている未開館の４館註１）を加えた合
計 110 館を対象として、その設置数の把握を行う。
なお、本研究では、公立美術館を新築する際の敷地
選定について扱うため、他の機能からの転用を伴っ
て開館した美術館や、個人、民間企業からの寄贈に
より開館した美術館註２）は含まない。
　最初に自治体や美術館のホームページの文献調査
を行い、各設置者における美術館の設置状況を把握
する。次に、美術館の基本計画の段階における自治
体による報告書、答申、議事録などの資料が得られ
た２館について美術館の建設敷地選定の経緯を整理
し、その実態を明らかにする。

３. 設置実態

図１　公立美術館開館数の推移（設置者別）

　公立美術館開館数の推移を見ると（図１）、1970
年代に都道府県立美術館が活発に開館し、この傾向
は 2000 年まで続く。それから 10 年ほど遅れて、政
令指定都市、中核市、特別区が設置する美術館が開
館するようになり、この傾向も都道府県同様 2000 年
まで続く。2000 年代に入ると美術館の増加傾向は鈍
化するものの、都道府県立美術館は開館し続けてい

る。2000 年以降に開館した都道府県立美術館 17 館
のうち５館が移転、７館が県として２館目以降の美
術館であることから、建物の老朽化による更新や、
収蔵作品の増加による展示空間の新設が必要とされ
ており、その結果が反映されていると考えられる。

４. 敷地選定のプロセス
　都道府県の設置事例である島根県立美術館（1998
年開館）と、中核市の設置事例である川越市立美術
館（2002 年開館）の２館の敷地選定プロセスについ
て表に示すⅠ～Ⅴの項目で整理した［３］［４］。
　「Ⅴ. 最終的な敷地の決定要因」について２館に共
通していた点は、建設敷地は、他の文化施設との協
働といった美術館開館後のより良い発展を目指すた
めのものと、用地取得や法令による制限の回避といっ
た開館すること自体を達成するためのものの、主に
２つの要素によって決定されていたことである。ま
た、島根県立美術館の「Ⅲ. 建設敷地候補地」の内容
を見ると、市街地と非市街地のそれぞれ候補地を選
定し、県民の利用のしやすさについて重点的に検討
した上で敷地選定を行っていることがわかる。対し
て、川越市立美術館は周辺施設との協調による相乗

効果という点について多く言及し、元より市街地の
中に３つの候補地を策定している。

５. 結論
　政令指定都市や中核市が設置する美術館は、都道
府県にやや遅れて開館していることがわかった。ま
た２館の敷地選定プロセスを比較からは、候補地の
選定基準に違いが見られた。このことには中核市の
元々市街地が多いという性質と、設置者の規模が関
係していると考えられる。

【註釈】
註１）大阪中之島美術館、鳥取県立美術館、新福岡県立美術館（仮称）、川
口市美術館（仮称）の４館。
註２）例えば、長野県立美術館の前身である1966年開館の信濃美術館は、
放送局や新聞社が中心となって設立された財団法人信濃美術館によって
建設された後に長野県に移管されるという開館経緯を経ているため、本研
究の対象としない。
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